
ふるさと納税の
「ふるさと」はどこ？

　毎年、絵はがきや作文、書道などで、小・中・
高校生が「税」に関するコンクールに応募してく
れています。私たち大人も普段はなかなか意識
しにくい「税」の姿を、生活の中で見つけ、言葉
や絵で丁寧に表現しているのです。
　ふるさと納税は、本来なら今住んでいる自治
体に納める住民税などの一部を、他の自治体に
寄付し、返礼品を受け取れる仕組みです。その
結果、今年度は、三鷹市から他自治体へ流出す

る金額が約18億円に上る見込みとなっていま
す。
　「ふるさと」とは、一体どこを指すのでしょう
か。少なくとも、返礼品のカタログだけで選ぶ
ものではないはずです。生まれ育った土地や思
い入れのある地域を大切にしながら、今暮らし
ている三鷹も「ふるさと」と感じていただきたい
です。「ふるさと」は、その人の営みの中で創ら
れていくものだと思います。三鷹市長 河村 孝
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良いことだけじゃない、ふるさと納税良いことだけじゃない、ふるさと納税
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失われてしまいます…失われてしまいます…失われてしまいます…
18億円18億円がが18億円が

このままだと

　ふるさと納税による住民税の減収は、年々拡大し、令和8年
度は約18億円が三鷹市から他自治体に流出する見込みです。住
民税は、市民の皆さんの生活を支えるサービスを提供するため
の大切な財源です。流出の拡大が続くと、これまでと同様の市
民サービスの提供を続けることが難しくなる可能性があります。
　ふるさと納税をする前に、あなたが住む三鷹市への影響を考
えてみませんか。

問企画経営課☎0422-29-9031
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